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車両 ガソリン車等から電動車への転換

充電器等のインフラ整備促進イン
フラ

2030年目標 2050年目標

急速充電器 500基

全てＣＯ２を排出

しないＺＥＶへ

更なる普及拡大
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平成25（2013）年度、「栃木県EV・PHV充電インフラ整備ビジョン」を策定し、充電インフ

ラの整備促進、EV・PHVの普及に取り組んできた。

令和３（2021）年度、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、ロードマップを策定、

EV・PHVの導入拡大に合わせて、2030年度までに急速充電器を500基へ拡大する整備目標を

掲げ、充電インフラの整備促進に取り組む。

この実現に向けて、新たな充電インフラビジョンの策定に着手することとした。

乗用車の６割・

商用車の一部を

電動車へ転換

ビジョン策定の背景・目標

取組の方向性



2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ＥＶ・PHVと充電インフラの普及目標

EV・PHVの普及に向けて、

充電インフラを拡大

急速
500基

急速
161基

4

普通
2000基

普通
323基

EV・PHV
保有台数



ビジョンの目的

‖ＥＶ・ＰＨＶ普及促進に向けて、インフラのあるべき姿を示す

インフラ
投資

ＥＶ増加

充電器の
利用増

更なる

投資

• 近年、車両台数や車種の増加、航続距離の向上、国支援制度の充実など、ＥＶ等

を巡る環境は変化

• 県ロードマップにおいて、ＥＶ等の更なる拡大を図るため、急速充電器の2030年

の目標として500基（箇所）と設定

• インフ整備の主体となる行政と民間がビジョンを共有し、効果的・効率的にイン

フラを整備することで、消費者が便利な充電ネットワークを形成

• インフラの充実により、消費者のＥＶ等所有に対する不安を解消

• ＥＶ等を一層普及させることにより、充電ビジネスの収益改善と更なる投資を呼

び込み、好循環を実現

【ビジョン策定による効果（イメージ）】

‖官民が連携し取組を強化することで整備を推進

‖インフラの拡大によるEV等の普及促進
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本ビジョンの対象

区分 設置箇所 種別 設置者 利用者

プライベート
（個人・事業者用）

戸建住宅 普通 居住者 特定

集合住宅 普通 設置者・管理組合 特定

オフィス・事業所 普通 事業者 特定

パブリック
（公共用）

ＳＡ／ＰＡ、道の駅 急速 施設管理者 不特定

ガソリンスタンド 急速 事業者 不特定

ディーラー、コンビニ 急速（普通） 事業者 不特定

商業施設（大規模） 急速（普通） 事業者 不特定

商業施設（小規模） 急速（普通） 事業者 不特定

宿泊施設 普通 事業者 不特定

飲食・娯楽・レジャー施設 普通 事業者 不特定

• EV等は、気軽に充電できる、自宅やオフィスなどでの充電が基本

• 「充電インフラ」は、これを補完し、不特定多数の者による中長距離の移動に対し、外出

先での電欠の不安を解消するサービス基盤として整備することが必要

出典：長野県次世代自動車インフラ整備ビジョンを参考に作成
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充電インフラとＥＶ・ＰＨＶの導入状況
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出典：チャデモ協議会、（一財）自動車検査登録情報協会

EV・PHVは増加傾向にあるが、充電器は横ばい

（充電器：基）
（車両：台）

県インフラ
ビジョン策定
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充電インフラの設置状況

区分 内容 滞在時間 充電設備 主な施設 設置数 現目標

経路充電 移動経路上におけ
る充電 短い 急速

• 高速道路（ＳＡ・ＰＡ）
• 道の駅
• ガソリンスタンド
• 公道
• 空白地域（15km範囲に

公共充電ないものなど）

急速 ３５
普通 １

４８４ ４９０

目的地充電 目的地での滞在中
の充電

短い
長い

急速
普通

• 商業施設
• 宿泊施設 等

急速 １２６
普通 ３２２

基礎充電 自宅やオフィスな
ど生活中の充電 長い 普通

• 自宅、マンション
• 事務所、工場
• 月極駐車場 等

－

出典：設置数 栃木県環境森林部集計（令和４（2022）年４月１日現在）
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区分 設置箇所 急速充電器（器）

経路充電

高速道路ＳＡ・ＰＡ １０

道の駅 ２２

ガソリンスタンド ３

公道 ０

目的地充電

ディーラー ４３

コンビニエンスストア ３５

商業施設 ２０

自動車関連 ７

宿泊施設 ５

その他 １６

合計 １６１

ディーラー・コンビニなどの目的地充電が多い

凡例：

国道（4号・
50号）、地方

国道などの主
要幹線道路

S

N

EW
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急速充電インフラの現状（設置箇所）



ディーラー・商業施設・宿泊施設が多い

S

N

EW
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凡例：

国道（4号・
50号）、地方

国道などの主
要幹線道路

普通充電インフラの現状（設置箇所）

区分 設置者 普通充電器（器）

経路充電

高速道路ＳＡ・ＰＡ ―

道の駅 １

ガソリンスタンド ―

公道 ―

目的地充電

ディーラー １２３

商業施設 ７８

自動車関連 ２５

宿泊施設 ７３

コンビニ ４

その他 １９

合計 ３２３



EV・PHV保有状況（乗用車）

2017 2018 2019 2020 2021

ＣＮＧ・メタノール 1

ＦＣＶ 9 8 12 26 41

ＥＶ 1,965 2,291 2,581 2,665 2,825

ＰＨＶ 1,933 2,321 2,533 2,762 3,340

ＨＶ 167,594 189,642 209,812 228,047 247,110

ガソリン車 1,162,443 1,144,334 1,126,318 1,109,916 1,093,157

0

200,000
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600,000

800,000

1,000,000
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1,400,000

EV・PHV

０．４％

１３０万台のうち６千台

出典：（一財）自動車検査登録情報協会

EV・PHV保有者は増加傾向にあるが、更なる普及が必要
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消費者・事業者への調査

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

充電時間の短縮

ＥＶへの優遇措置

その他

車種の増加

走行距離の増加

充電インフラの充実

購入価格の低下

EV等購入に必要な要素

令和３年度「とちぎネットアンケート結果」

○調査概要 対象者 ５１９人（うち回答者３０７人（回答率59.1％））

期間 令和３（2021）年６月１日 ～ ６月14日

○結 果 県内充電インフラは、一定程度増加してきたが、消費者にはインフラに

対する不安がある。

令和４年度 事業者ヒアリング

○調査概要 対象 自動車関連事業者や電力会社、などに対するヒアリング

期間 令和４（2022）年４月～

○結 果 全ての事業者が、ＥＶ普及に向けてインフラの重要性を指摘

EV等普及のカギは、

• 充電インフラの充実

• 自宅などの基礎充電の充実

• 経路充電や目的地充電など、

設置目的に応じた適正配置

消費者には未だインフラに対する不安感がある。
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急速充電器とGSの設置箇所数比較
ガソリンスタンドに比べて、急速充電器の設置箇所数は多くの地域で少ない。

急速充電器の設置場所 ガソリンスタンド設置場所

15km
メッシュ
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既存インフラの更新
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ＥＶ充電インフラのストック

急速 普通

充電インフラの耐用年数は８年程度。2023年以降、更新時期のピークが到来。

実績 推計（更新しない場合）

既存インフラの維持
が課題
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充電インフラをめぐる課題と基本方針

設置数の少なさ

• 急速充電器は、ガソリンスタンドに比べて設置箇所が少ないため、空白地域の解消な

ど充電ネットワークの整備が必要である。

• EV等を更に普及させるためには、希望の場所・時間で充電できるよう、充電スポット

を増加させる必要がある。

既存設備の老朽化

• 過去に設置した急速充電器の多くが、2023年度以降、順次、更新時期を迎えることか

ら、適切に維持・更新することが必要である。

収益の確保が難しい

• 普及の初期段階は、充電サービスの収益性が低いことから、社会インフラとの共通理

解のもと、社会全体で民間事業者の設置を促進するため、効果的な方策等を検討する

ことが必要である。

• 空白地域の解消

• 充電スポットの充実

• 地域特性を踏まえた適正配置

• 既存インフラの維持

ガソリン車と同等の充電

スポットを整備し、消費

者の不安を解消

民間投資を呼び込むため

の方策を検討

• 国庫補助など支援策の普及

課題 基本方針
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充電器ごとの方向性

出典：一般社団法人 次世代自動車振興センター資料を基に作成

種
類

方
向
性

自宅・集合住宅
・新規設置
（基礎充電）

高速道路・道の駅
・高出力化（100kW～）
・複数口化
・更新

空白地域・GS
・新規設置
・複数口化
・更新

駐車場や勤務先
・新規設置
（基礎充電）

商業施設・宿泊施設等
・新規設置
（滞在時間の有効活用）
・複数口化
・更新

ディーラー・
コンビニ
・新規設置
・複数口化
・更新

• スポット充実 • スポット充実
• 空白地域解消

• 空白地域解消
• スポット充実

• スポット充実 • スポット充実 • スポット充実

空白地域

ビジョンターゲット
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急速充電 普通充電・急速充電



将来イメージ

充実した充電ネットワークの形成

ーEV・PHVでの快適なドライブ

再エネとセットでCO2の削減

ーゼロカーボンドライブの推進

災害時の電源としての活用

ー地域のレジリエンス強化

出典：一般社団法人 次世代自動車振興センター資料
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整備の基本的な考え

①基礎充電が基本

充電インフラは、自宅又は事業所・事務所など自動車が長く滞在する場
所（生活等の本拠）での充電が原則

②経路充電・目的地充電は、基礎充電を補完

移動経路上に配置される経路充電は、主に長距離ドライブにおける継ぎ

足し充電スポットとして機能（電欠防止・周遊性向上）

目的地充電は、観光地や商業施設において、レジャーや買い物時間を活

用した継ぎ足しスポットとして機能（ながら充電）
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整備目標

急

速

充
電
器

普

通

充
電
器

161基

現状 2030年特徴

移動経路上の充電設備

電欠の不安解消の点から、

一定区間ごとの整備必要

500基（＋339基、約3倍）

約10,000基 約30,000基（約＋20,000基、約３倍）（全国）

栃木県

323基

現状 2030年特徴

滞在時間を活用して効率

的に充電

滞在時間や人数に応じて、

各施設で整備

2,000基（＋1,677基、約6倍）

約20,000基 約120,000基（約＋100,000基、約６倍）（全国）

栃木県
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出典：現状の充電器数（栃木県調べ）



施設箇所と目標数

普通充電器（目的地充電）

宿泊施設

• ホテル
• 旅館 等

観光施設

• 遊戯施設
• 飲食施設 等

約800箇所

2,000基設置（＋1,677基）

約1,500箇所

急速充電器（経路充電・目的地充電）

高速道路

• ＳＡ、ＰＡ

空白地域、交通拠点

• 空白地域（※）
• 道の駅
• ガソリンスタンド

商業施設等

• 商業施設（コンビニ、
ディーラー、大型店舗）

• 公共施設

16箇所 約600箇所 約1,300箇所

500基設置
（＋339基）

経路 目的地

※空白地域（定義）
• 公道上道のり15km
以内に急速の公共用
充電設備がない

• 設置から５年以上が
経過している既設の
公共用急速充電設備
があり、撤去される
ことで、前記と同様
の状況になる
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整備方針（県全体）
凡例：

国道（4号・50号）、

地方国道などの主
要幹線道路

・・・急速充電器

・・・普通充電器

・・・ガソリンスタンド

・・・道の駅

観光・宿泊施設などの普通
充電器と継ぎ足しとしての
急速充電器をセットで整備

EV等増加に向けて、更な
る増加が必要

道の駅の増設や空白
地域の解消による整
備
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整備方針と重点整備箇所

①空白地域の解消（急速）

②交通拠点である道の駅における全施設設置と増設等（急速）

③市街地などその他拠点における整備促進（急速）

④宿泊施設や観光施設、商業施設における整備促進（普通）

重
点

重
点
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急速・普通充電器ともに、民間事業者が整備推進に向けた方針を表明

一方、交通量が少ないなど優先順位が低い空白地域等にしっかり整備することが重要



整備方針（①県北地域）
対象市町

日光、大田原、矢板、那須塩原、さくら、那須烏山、塩谷、高根沢、那須、那珂川

区分 箇所数 充電器数

経路

SA・PA ４ ２

道の駅 １３ １０

空白地域 １６ ０

GS １６６ ２

目的地 商業施設等 ３２１ ４４

計 ５２０ ５８

重
点

重
点

対象箇所数と整備目標数

整備目標数

約１５０基
（＋９２基）

空白地域等の解消

＋２９

民間による整備促進

＋６３
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整備方針（①県北地域）
凡例：

国道（4号・50号）、

地方国道などの主
要幹線道路

・・・急速充電器

・・・普通充電器

・・・ガソリンスタンド

・・・道の駅

観光・宿泊施設などの普通
充電器と継ぎ足しとしての
急速充電器をセットで整備

道の駅の増設や空
白地域の解消によ
る整備

EV等増加に向けて、
更なる整備が必要
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整備方針（②県央地域）
対象市町

宇都宮、鹿沼、真岡、上三川、益子、茂木、市貝、芳賀

区分 箇所数 充電器数

経路

SA・PA ４ ２

道の駅 ６ ６

空白地域 １１ ０

GS ２００ １

目的地 商業施設等 ４７８ ３９

計 ６９９ ４８

重
点

重
点

対象箇所数と整備目標数

整備目標数

約１８０基
（＋１３２基）

空白地域等の解消

＋１７

民間による整備促進

＋１１５
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整備方針（②県央地域）
凡例：

国道（4号・50号）、

地方国道などの主
要幹線道路

・・・急速充電器

・・・普通充電器

・・・ガソリンスタンド

・・・道の駅

道の駅の増設や空白地域
の解消による整備

EV等増加に向けて、更なる増
加が必要

空白地域の解消による整備
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整備方針（③県南地域）
対象市町

足利、栃木、佐野、小山、下野、壬生、野木

区分 箇所数 充電器数

経路

SA・PA ８ ６

道の駅 ６ ６

空白地域 ４ ０

GS １９４ ０

目的地 商業施設等 ４４０ ４３

計 ６５２ ５５

重
点

重
点

対象箇所数と整備目標数

整備目標数

約１７０基
（＋１１５基）

空白地域等の解消

＋１０

民間による整備促進

＋１０５
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整備方針（③県南地域） 凡例：

国道（4号・50号）、

地方国道などの主
要幹線道路

・・・急速充電器

・・・普通充電器

・・・ガソリンスタンド

・・・道の駅

EV等増加に向けて、更
なる整備が必要

道の駅の増設や空白地域の解消
による整備
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普及に向けた支援策等
民間事業者と連携し取組を強化

• 県、市町、県民、民間事業者等は、カーボンニュートラル実現に向けたEV等普及に向けて、本ビジョン

を共有する。

• 県は、民間事業者等と連携・協力し、EV等の普及啓発や負担軽減策の検討を行う。

充電インフラ充実のための支援策等

• 県は、民間事業者等の整備を促進するため、重点整備箇所や国庫補助制度の周知を行う。

• 県は、EV等による快適なドライブ環境を確保するため、空白地域など重点整備箇所への支援を行う。

• 県は、民間事業者等と連携し、空白地域の解消に向けて公道設置など新たな整備手法を研究する。

検証・評価（PDCA）

• 県は、EV等の普及状況やインフラの整備状況を適切に評価・検証し、必要な措置を講じる。
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重
点

重点整備箇所（位置図）



（参考）公道設置に関する実証実験（横浜市）

出典：横浜市HP 34



（参考）EVによるエネルギーマネジメント

出典：https://www.nissan-
global.com/JP/INNOVATION/TECHNOLOGY/ARCHIVE/NAMIE/210608.html

エネルギーマネジメントシステムの特長
1.EVの自律的充放電
太陽光、風力、水素燃料電池からの発電量と、商業施設の電
力需要の情報を基に、PCSに搭載された日産の充放電制御シ
ステムが、EVの充放電を自律的に行います。
2.EVの充放電優先度・タイミング調整
本充放電制御システムが、5台の「日産リーフ」のバッテ
リー残量や使用パターン（走行距離、出発時刻など）を考慮
し、また商業施設の電力使用状況に応じて、充放電を行う優
先車両を決め、必要なタイミングで充放電を実施します。
3.再生エネルギー有効活用と電力系統安定化
本システムで商業施設の使用電力のピークを下げることによ
り、電力コストの削減が期待できます。また、EVの充電電力
の再生可能エネルギー100%を目指すことで、エネルギーの
有効活用と、電力系統の安定化に貢献します。
4.利便性を考慮した利用者専用アプリ開発
利用者はアプリからクルマの使用時間と必要充電量を設定す
ることで、使用時間外には充放電を行い、使用開始時間には
必要な充電が完了。

浪江町の商業施設が保有する、再生可能エネルギー発電設備および、PCS（パワーコントロールシス
テム）と浪江町公用車であるEV「日産リーフ」を活用、日産の充放電制御システムをPCSに搭載す
ることで、効率的なエネルギー運用を検証し、クリーンエネルギーの地産地消を促進するエネル
ギーマネジメントシステムの構築を目指します。
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（参考）検討経過
６月 栃木県EV・PHV充電インフラビジョン策定の方針表明

８月 栃木県EV・PHV充電インフラビジョン（現状と課題・基本方針）

９月 市町担当者向け説明

１０月 カーボンニュートラル実現会議 交通分野ＷＧ検討

１１月 栃木県EV・PHV充電インフラビジョン（整備方針）

市町担当者向け説明②

１２月 カーボンニュートラル実現会議 交通分野ＷＧ検討②

２月 市町担当者向け説明③

３月 カーボンニュートラル実現会議 交通分野ＷＧ検討③

栃木県EV・PHV充電インフラビジョン決定
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